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開発の波にさらされてきた 里山をどのように 保全すべ 亡か 。 

土地利用規制による 保全の効果や 

規制に関ねる 課題を検証するとともに 

里山保全に向けた 土地利用規制のあ 0 方を提起する。 

たものと考えられる。 里山という言葉は、 森 

了 Ⅰ 里山の捉え方と 本論の目的 林 生態学者の四手井綱 英が 、 農用林を分かり 一 
やすく表現するため。 「山里」を逆にして「里 

「里山」に対する 関心が、 近年ますます 高まっ 山」と命名したものであ り、 その普及は、 里 

ている。 今世紀に入り、 20 世紀型の開発生 山がふるさとの 原風景を紡 佛 とさせる ィメ一 

導によ る地域づくりにかえて、 環境保全 と経 ジを 醸しだすことに 人々が魅せられた 結果に 

済 成長の調和に 立った持続可能な 地域づくり よるものと 思 、 われる。 

が 指向されはじめ、 多面的な環境空間として 里山という言葉は、 その後、 様々な立場の 

の 里山の保全が 重要視されるようになった。 人々によって 使われるようになり、 その言葉 

そもそも、 里山が注目されるようになった の意味する内容も 、 単に薪炭林や 農用林にと 

のは、 住宅地やレジャー 用地をはじめとする どまらず、 広く伝統的な 農村景観にまでおよ 

大規模な都市開発が 里山におよんだことによ ぶようになった。 その結果、 里山という同じ 

る 。 その背景には、 1960 年代以降、 化石燃 言葉を使っても、 立場によって 意味する内容 

料や化学肥料が 急速に普及し、 薪炭林や農用 が異なるという 問題も生じてきた。 そこで私 

林としての里山の 機能が著しく 低下したとい たちは里山を、 伝統的な薪炭利用や 農用利用 

う 事実があ る。 比較的まとまった 面積をもっ あ るいは採草利用がされてきた 二次林や二次 

て 維持されてきた 里山は、 大規模開発の 絶好 草地に限定して 用いることを 提唱した ( 武内 

の 候補地となったのであ る。 ほか 編 ， 2001) 。 ここで い う二次林や二次 草 

ところで、 里山という言葉が 人口に槍先し 地は、 自然林や自然草地と 異なり、 人間の影 

たのは、 そうした大規模開発により 里山が失 響を受けてはじめて 成立する植生のことであ 

われていくことに 対する危機意識がもたらし り 、 その維持には 人間の適正な 管理が不可欠 
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図 Ⅰ 里山の概念 
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Ⅴ採草地 

であ る。 

一方、 里山とともに、 農地、 ため 池 、 集落 

などを含む伝統的な 農村景観に対して 私たち 

は、 「里地」という 用語を用いるべきであ る 

と提案した。 里山と里地は、 前者が比較的均 

質な二次的自然を 捉えたものであ るのに対し、 

後者は異質な 土地利用の集合を 捉えたもので 

あ る。 こうした里山と 里地の捉え方を 模式的 

に表したものが 図 Ⅱであ る。 この捉え方は、 

二次的自然の 保全を重要視したかが 国の新・ 

生物多様性国家戦略 ( 環境省， 2002) に反映 

された。 さらに環境省は、 両者を一体的に 捉 

える視点から、 「里地里山」という 用語を用 

い ることが多い。 

本論では、 上述の里山・ 里地の定義にもと 

づき、 関東近郊を事例に、 里山が開発の 波に 

洗われた過程を 追跡するとともに、 その保全 

に対して土地利用規制が 果たす役割とその 効 

果を検証する。 同時に、 今後の里山保全を 進 
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めていく際に、 土地利用規制はどうあ るべき 

かについて提言を 行う。 

Z@m 近郊の里山の 変遷 

東京を擁する 関東は、 20 世紀後半の高度 

経済成長期において、 わが国でもっとも 市街 

化が急速に進展した 地域であ る。 とくに、 放 

射状にのびる 鉄道沿線では、 郊覚に至るまで 

住宅地開発が 進められてきた。 その結果、 郊 

外に残されてきた 里山が大規模な 住宅地開発 

の対象となったのであ る。 

図 2 は、 1970 年、 1990 年、 2000 年の 3 時 

点における関東近郊における 里山の分布を 示 

したものであ る。 この図を作成するにあ たっ 

ては、 「周辺の市街化が 激しくなく農地と 結 

びつ いた 森林」を里山として 認定した。 具体 

的には、 土地利用に関する 数値情報 ( 国土 敷 

値 情報 ) を、 森林・農地・ 市街地に統合し、 
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[ 特集 0] 里山の保全と 再生 

図 2  関東近郊の里山とその 分布変化   
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まず森林のみを 抽出し、 それらのうち、 周辺 開発地への転換が 可能化され、 その結果、 比 

の 土地利用について、 市街化が 50% 未満で 較的 良好な二次的自然 域 として、 まとまって 

あ り、 森林・農地それぞれが 20% 以上存在 残っていた丘陵地の 里山も、 大規模な住宅地 

する場所を里山とみなした。 開発の対象と 化し、 消失の憂き目にあ うこと 

この図から、 1970 年時点では、 房総丘陵 となった。 

から下総台地にかけての 丘陵・台地帯や 関東 東京西郊の多摩丘陵をはじめとする 丘陵地 

山地近傍の丘陵 時 において、 広く里山が分布 群は 、 そのような里山開発がもっともすす し 

していたことがわかる。 その後、 1970 年か だ場所であ り、 初期の開発では、 大規模な土 

ら 1990 年にかけて、 首都圏 20 一 50km 圏を 地造成に よ り丘陵地が人工台地に 改変され 宅 

中心に里山の 減少が急速にすすみ、 2Q ㏄ 年 他化がすすめられた。 その結果、 里山の自然 

現在では、 残存する里山の 大部分は、 都心か は、 植生のみならず 地形や土壌を 含めて、 そ 

850km 以上離れた房総丘陵から 下総台地 の根底から破壊された。 自然保護グループか 

の 縁辺部にまとまって 残されている。 らは、 こうした里山の 開発がもたらす 自然の 

また、 関東近郊における 里山の面積とその 喪失への批判の 声が沸き起こった。 

割合は、 1970  年は約 8 ㎝ kmZ  (7.0%  )  であ このような自然保護への 意識の高まりを 背 

ったのに対し、 1990 年は約 390kmZ (3.4%) 具 に、 開発事業者は 徐々に、 斜面林や源流域 

へと減少し、 2000 年にはさらに 約 290km2  の森林を保全するなどの 措置を講じはじめた 

(2.6%) へと減少した。 1970 年から 1990 年 のであ る。 一方で、 遅々としてではあ るが、 

にかけての里山の 減少速度は毎年約 20km2  地方自治体が 里山を公的に 保全する試みも 始 

であ り、 1990 年から 2000 年にかけては 毎年 まった。 例えば、 東京都が丘陵地に 開設した 

約 l0km2 と、 里山の減少傾向は 続いている 都立公園には、 都立公園最大の 里山を標 傍す 

が 、 その速度は明らかに 鈍化している。 る 野山北・六道山公園、 ボランティアが 二次 

1970 年から 1990 年にかけての 里山の急激 林の管理を担う 桜ケ丘公園など、 里山を保全 

な 減少は、 日本住宅公団のような 公的な開発 の対象とした 公園が多数含まれている。 また 

組織が大規模な 住宅地開発にのりだしてから、 市民バループも、 里山保全活動に 関心を寄せ 

とりわけ顕著になった。 とくに、 丘陵 弛 めよ るようになり、 残された里山の 維持管理に積 

うな本来大規模な 住宅地開発には 適して い な 極的にのりだしはじめた。 里山は本来、 コ チ 

い 場所も、 地形改変を伴う 土木工事によって、 うやクヌギなどの 落葉樹高木、 ツツジ類など 

里山保全に向けた 土地利用規制 ( 武内・三瓶 ) ■ 57 



図 3  里山問題と土地利用規制の 流れ 
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の 野生花木、 カタクリなどの 野草などからな 法 によって、 自然環境保全地域、 自然公園地 

る、 生物多様性の 高い空間であ り、 このよう 域、 森林地域、 農業地域、 都市地域が定めら 

な里山の自然を 維持するためには、 人間の関 れ、 それぞれの地域ごとに 土地利用の方向付 

手 が不可欠であ る。 しかし、 里山の多くは 燃 けがなされている。 また関連法として、 首都 

料 革命・肥料革命以降放置され、 二次的自然 圏 近郊緑地保全法、 都市緑地法、 都市の美観 

が 育む生物多様性は 減少した。 里山の維持 管 風致を維持するための 樹木の保存に 関する 法 

理の必要性に 気付いた市民バループが 率先し 律などがあ り、 指定区域内における 樹木の伐 

て、 生物多様性を 回復させるための 里山管理 採や土地の形状の 変更など、 特定区域の土地 

に取り組みはじめたのであ る。 利用規制について 定めている。 また最近では、 

国土交通省、 農林水産省、 環境省、 文化庁共 

3 
里山保全の法的枠組みと 同所管により 景観法が制定され、 景観という 

土地利用規制の 流れ 新たな観点からの 土地利用規制も 可能となっ 

た   

わが国では、 土地利用を規制する 主な法律 土地利用規制に 関連する省庁は、 上述の ょ 

として、 自然環境保全法、 自然公園 法 、 森林 うな法制度をもちいて 里山の保全に 取り組ん 

法 、 農業地域の振興に 関する法律 ( 農振法 ) 、 できた。 その一例として、 狭山近郊緑地保全 

都市計画法が 制定されている。 これら五個別 区域があ げられる。 狭山丘陵は、 里山の自然 

58 ■都市問題Ⅰ第 97 巻， 第 Ⅱ 号 2006 年Ⅱ 月号 



[ 特集 Q] 里山の保全と 再生 

                                                                                        全地区 
        一     

と 景観に触れることができる 図 4  五個別法・関連法による 土地利用規制の 流れ 

首都圏を代表する 自然環境と 

して知られ、 1967 年に近郊森林 

緑地保全区域に 指定された。   
その後、 開発の危機にさらさ 

れながらも、 地域の大半は 市 

街 化の波を逃れ、 現在に至る 

まで緑地としてまもられてい 

る 。 

しかし、 これらの土地利用 

規制制度も問題を 内包してい 

ないわけではない。 例えば、 

五個別法については、 森林法   
0 玉対象がスギ・ヒノキ 等の 

人工林であ り、 農振 法の主 対 耕地 

象 が農用地であ るなど、 里山 

が主 対象となっていないため、 有効な保全策 地域全体を対象として 保全していくための 手 

に 結びつきにくい ( 図 4) 。 また、 五個別法 法 としては不十分であ る。 同時に、 これらの 

の 適用範囲には 一部に重複がみられ、 そ うし 制度では規制的手法に 重点がおかれ、 里山の 

た 場所では、 異なる目的を 持っ法体系のもと 保全に不可欠な 管理的手法への 対応が不十分 

におかれるため、 保全や活用の 方針が明確に であ ったため、 管理不足による 生物多様性の 

示されない。 また五個別法の 個別的運用は 縦 低下などの問題に 対応できなかった。 

割り行政の弊害にっながり、 担当部署間の 調 最近になって、 これら関連法を 改善する動 

整を困難なものとしている。 国土利用計画法 きがみられはじめた。 1973 年に制定された 

に 定められた土地利用基本計画は、 本来それ 都市緑地保全法は、 2006 年に都市緑地法と 

らを束ねる上位計画であ るはずだが、 現実に して全改正されたが、 その目的は都市におい 

は 重複実態をそのまま 容認したに過ぎない。 て 保全される里山のような 緑地と、 創出され 

こうした五個別法を 補うために関連法が 定 る 公園のような 緑地を一体的に 整備して い く 

められている。 しかし、 関連法による 地域指 ためであ る。 また、 景観法は五個別法の 枠を 

宗制度の対象は、 国土面積の 0 ・ 5% 一 0 ・ 05% こえた景観計画区域を 設けるなどを 通じて良 

と 非常に限られた 地域にとどまり ( 図 5) 、 好な 景観の形成を 促すものであ るが、 その 対 

全国土の 40% 近くを占めるともいわれる 里 象の中には里山や 棚田のような 伝統的な景観 

地 里山 ( 環境省， 2006) に対しては十分に 適 も含まれている。 

用 しえないと考えられる。 すな ね ち、 一部の しかし 2006  年 4  月 1  日現在で、 景観行 

代表的な里山を 点として保全するためには 有 政 団体として指定されている 市町村は n16 日 

効 であ っても、 身近であ りふれた里山を 含む 体 、 そのうち景観計画策定済みの 景観行政岡 

里山保全に向けた 土地利用規制 ( 武内・三瓶 ) Ⅰ 59 



図 5  五個別法と関連法の 施行面積 (2005 年 3 月末時点 ) 

五個別法による 区域指定状況 
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米国土交通省 編 (2006@  より作成 

体は m3 団体のみにとどまっている ( 国土 

交通省記者発表 ) 。 都市緑地法および 景観法 

はともに、 その施行は端を 発したばかりであ 

り、 里山保全にむけて 活用していくためには、 

地方自治体による 運用を促すという 問題が依 

然として残されている。 

このような現状を 鑑みると、 五個別法・関 

連法は里山保全上重要な 法制度ではあ るもの 

の、 新たな見直しを 検討しない限り、 里山を 

全体として、 またその質の 維持まで含め、 保 

全することは 困難であ る、 という図式が 浮か 

び上がってくる。 加えて、 新 ・生物多様性国 

家戦略や環境基本計画などにみられるように、 

国の基本方針としては、 里地里山の重要性は 

何度も強調されてきたにもかかわらず、 現在 

に い たるまで 里 m の生態系保全を 直接的な目 

的とした立法措置は 講じられていないという 

問題もあ る。 

これらの問題を 克服し、 新時代の里山保全 

を実現するために、 国の法体系を 補完すべく 

制定されているのが 都道府県や市町村に 28 

里山関連条例であ る。 とくに近年は 地方分権 

がすすみ、 地方においてそれぞれの 地域特性 

を踏まえた施策の 展開が期待されている。 里 

関連法による 区域指定状況 
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山 のような地域性の 高い対象を保全していく 

うえで、 地方自治体の 役割は極めて 大きく、 

それらが独自に 策定する条例の 意義も大きい。 

崔 里山保全における 細坦役靱 

地方自治体による 条例策定の具体的な 取り 

組みとして、 市町村条例による 里山保全の萌 

芽的な動きについて 紹介しよう。 ここでは、 

農林業センサス ( 農林水産省 HP) に基づき、 

山林・自然草地が 存在する集落のうち、 保全 

を行っている 農業集落をとりあ げる。 保全を 

行っている集落は、 2000 年には全体の 集落 

の 14.5% であ った。 それが、 2005 年には 

19.1% へと増加している ( 図 6) 。 これらの 

集落のうち、 保全の根拠を 県条例、 市町村条 

例、 地域住民協定のいずれに 求めているかの 

調査結果によれ ば 、 市町村条例に 求めている 

ものは、 20 ㏄午から 2005 午にかけて 1,69 倍 

に増加しているのに 対し、 県条例は 1.12 倍、 

地域住民協定 1.53 倍、 となっている。 この 

ことから市町村条例に 保全根拠を求める 集落 

の 増加率が大きくなっていることがわかる。 

また、 これらの集落における、 保全の目的は 、 
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国土保全・水資源保全から、 生息する生物の 

保全、 景観保全、 観光資源の保全に 移行して 

いることも、 近年の変化の 特徴としてみるこ 

とができる ( 図 7)c 

これらの事実から、 市町村条例活用の 動き 

は 数としては少ないものの 活発化してきてい 

ることが伺える。 さらにその内容からも、 景 

観の保全や地域資源としての 保全の必要性が 

高まりつつあ ると考えられる。 今後は里山の 

保全を 、 単に里山という 空間の確保にとどめ 

るのではなく、 生態系保全、 景観保全、 地域 

資産の維持といった 観点から質的保全が 達成 

できるように、 条例の内容を 展開させていく 

必要があ ると思われる。 

しかし、 市 W 村 条例の活用には 問題も潜ん 

でいる。 とくに、 里山の保全はその 性質上、 

同時に土地所有権 への制約に繋がる。 条例が 

策定されても、 必要最小限の 規制という原則 

が足かせとなり、 法的な規制力を 強化するこ 

とが難しい。 その結果、 条例を制定しても 土 

地利用規制は 困難であ り、 土地所有者に 対し 

ては里山保全を 推奨するにとどまらざるをえ 

ない 0 

こうした問題を 克服するには、 土地等所有 

者の受忍が得られるための 土壌づくりが 必要 

であ り、 そのためには、 里山や里地の 社会的 

機能の認識を 普及させて い く努力が不可欠で 

あ る。 それと並び、 地域住民が自らの 主体的 

な意思に よ る地域づくりを 推進するための 保 

全意識の醸成も 肝要であ る。 地域に住む人々 

が里山を誇りに 思えるような 新たな地域の 豊 

かさに関する 価値観の確立が 求められる。 

[ 特集 0] 里山の保全と 再生 
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5  実効力のあ る里山保全を 

仝後、 土地利用規制も 含めて里山保全を 有 

効にすすめていくためには、 まず、 五個別法 

を里山保全にさらに 活用する可能性を 検討す 

べきであ る。 例えば、 国土利用計画法の 全国 

計画・都道府県計画・ 市町村国土利用計画を、 

地域の土地利用全体を 調整する計画として、 

それぞれの自治体が 有効活用する 方策が考え 

られる。 また、 従来あ まり活用されていない 

法律の適用範囲を 広げて い くという方策も 考 

えられる。 一例として提案するとすれ ば 自然 

環境保全法の 自然環境保全地域の 指定対象を 

原生的な自然から 里山的な自然へと 広げるこ 

とによって、 都市近郊においても 自然環境保 

全地区を指定し 、 国が主導して 国土スケール 

で重要な里山の 保全施策を推進することが 可 

能となるのではないか。 

関連法 は ついても、 その適用のあ り方を検 

討していく必要があ る。 例えば都市緑地法で、 

里山を点としてとらえるのでなく、 里山と都 

市 緑地を結ぶ生態系ネットワークの 一部とし 

ての視点から 保全することにより、 より生態 

里山保全に向けた 土地利用規制 ( 武内・三瓶 ) ■ 61 



系 保全の観点が 強化されると 考えられる。 景 

観法についても、 単なる視覚的な 価値に重き 

をおくのではなく、 景観を人間と 自然のかか 

わりの結果と 捉え、 そのかかわりを 維持・回 

復するような 新たな社会システムの 構築への 

一端をになうことが 期待される。 

また、 地方自治体が 定める条例については、 

総合計画や市町村計画といった 包括的な枠組 

みの中で里山を 位置付けるとともに、 里山の 

新たな役割に 注目した活用方策を 十分検討し、 

その保全策を 定めていく必要があ る。 同時に、 

現在は暖 昧 となっている 地域資産としての 里 

山の価値を評価する 仕組みを検討し、 住民の 

理解と同意を 得ていくためのシステムを 導入 

することは極めて 重要な課題であ ると考えら 

れる。 

さらに、 里山保全が地域の 誇りや豊かなう 

イフスタイルを 提供する場としての 意義を有 

している点も 重要であ る。 こうした重要性の 

認識を高めるには、 単に制度を制定するだけ 

では不十分であ り、 住民自身が里山の 重要性 

を自ら認識出来るような 啓発活動が求められ 

る。 そのことは、 住民が里山管理の 担い手と 

して、 新たな役割を 演じるうえでの 前提条件 

となる。 

里山はわが国が 誇るべき伝統的な 人問と自 

然の共働産物であ り、 歴史に裏 付けられた 文 

化的な景観でもあ る。 里 m の減少が鈍 ィヒし、 

逆にその保全への 意欲が高まってきたことは 

望ましい兆候であ る。 しかし、 東京近郊でみ 

たように、 残された里山は 極めて少なくなっ 

ているのが現状であ る。 わが国全体を 見渡し 

ても、 保全を必要とする 里 m は ついては早急、 

にその保全策を 明示しない限り、 その減少を 

食いとめることは 困難であ ろう。 里山は人間 

の適正な管理があ ってはじめて、 その生態系 
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( 保全の目的 ) 

%2 ㏄ 0 牛は国土・水資源の 保全で 1 ヵテゴリー複数回答 

方式 

米 農林水産省 HP より作成 

や 景観が良好なものとして 維持されていく。 

従って里山保全のためには、 土地利用規制に 

関連する法律や 条例の活用と、 里山を健全な 

ものとして維持する 担い手の確保についての 

対策が急務であ ると考えられる。 
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